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本校の授業改善に向けた視点 

指導内容・指導方

法の工夫 

教育課程編成上の 

工夫 

校内研究や 

研修における工夫 
評価活動の工夫 

家庭や地域社会 

との連携の工夫 
小中一貫教育 

○学習規律（「学びの

ルール」）の徹底 

○体験的な学習、課題

解決学習 

○発展学習、補充学習

等の学習開発と教材

開発 

○算数習熟度別指導の

実施 

○学力向上支援講師の

活用 

○学校支援コーディネ

ーター、学校図書館

管理員等との連携 

○合同授業、交換授業 

○授業時数の確保と

充実に向けた工夫 

○学校農園や花壇を

生かした体験的な

授業の実践 

○外部講師や地域人

材の積極的な活用 

○「地域未来塾」に

よる、個人面談中

の学習支援教室の

実施 

 

○「すすんでコミュニケ

ーションを図る児童の

育成～授業づくりを通

して～」を研究主題と

して、外国語活動・外

国語科を中心とした校

内研究の実施 

○研究授業や研修を通し

た指導力の向上 

○日常のＯＪＴによる若

手教員の支援と授業研

究 

○評価規準に基づ

いた形成的評価 

○学習カード等を

活用した自己評

価 

○外部評価や内部

評価、保護者ア

ンケートによる

授業改善 

○家庭での学習習慣の確

立に向けた働きかけ 

○保護者、地域との連携

（出前授業、町たんけ

ん等） 

○道徳授業地区公開の実

施 

○学校公開、授業参観の

実施 

○近隣の幼稚園との連携

（北大泉・白菊幼稚園

児との交流活動） 

○地域行事への参加と活

用 

○中学校校区別協議

会における情報交

換・共有 

○「小中一貫教育の

取り組みプログラ

ム」の充実 

○三原台中学校体験

授業への参加 

○三原台中・大泉北

中・八坂中の学校

説明会、クラブ体

験活動 

〈関係法規〉 

日本国憲法 

教育基本法 

学校教育法 

学習指導要領 

東京都教育委員会の教育目標・管

理運営規則 

練馬区教育委員会の教育目標・管

理運営規則 

〈 学 校 の 教 育 目 標 〉  

◎ 考える子  

○ 思いやりのある子 

○ たくましい子 

人権教育の精神を基盤に子供たちが夢や目標をもち、

変化の激しい時代を人間性豊かにたくましく生きる力を

育成する。 

〈教師・保護者の願い〉 

・自ら学習に取り組む子 

・問題解決に取り組む子 

・人や物にすすんで関われる子 

 

本校における「確かな学力」 
  

本校では、学習指導要領に示された、基礎的・基本的

な知識および技能の習得を重視し、次の力を育成する。 

  ◎各教科の基礎的、基本的な力 

  ◎自ら課題を見付け、追究する力 

  ◎的確に表現する力 

  ◎主体的に関わろうとする力 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

学んだことを生活や学習に生かす  

 

〈道徳教育・道徳科の指導の重点〉 

・道徳的実践意欲と態度を高め

るための道徳の時間の充実 

・他人の痛みが分かり、物事  

を正しく判断し、行動する   

子供の育成 

・道徳の授業作りを学ぶ研修の

実施 

 

〈各教科の指導の重点〉 

・「学びのルール」の徹底 

・基礎的・基本的な知識および技 

能の確実な定着 

・課題解決に必要な思考力・判断 

・力・表現力の育成 

・主体的・対話的で深い学びの実 

・現に向けた授業改善と個別指導 

・の工夫 

 

〈総合的な学習の時間の指導の重点〉 

・考え、追究し、伝え合う力を育 

・てることを通した、主体的に学 

・習する児童の育成 

・人と関わる力や自己の生き方 

・を考える力の育成 

・カリキュラムマネジメント 

〈特別活動の指導の重点〉 

・集団活動を通して互いの立場 

を認め合いながら、信頼と協 

力の下、よりよい生活をつく

ろうとする態度の育成 

・自治能力の育成 

・学級会活動の充実 

〈外国語・外国語活動の重点〉 

・ＡＬＴや外国語活動アドバイザ 

・ーとの連携を深め、児童が意欲 

・的かつ実践的に取り組める授業

の工夫 

・積極的にコミュニケーションを 

・図ろうとする態度や能力の育成 

・外国の文化に触れたり、日本の 

・文化との違いを認めたりする中 

・での、国際理解の基礎の育成 

〈生活指導の重点〉 

・「生活スタンダード」の徹底 

・異学年集団活動の実施による 

心の育成 

・いじめ根絶に向けた取組 

・全教育活動を通した人権尊重 

の心と思いやりの心の育成 

 

〈キャリア教育の指導の重点〉 

・自己実現、生涯学習の基盤 

の育成 

・児童の能力や適性を把握

し、将来に希望がもてるよ 

うな指導・助言 

・保護者、家庭との連携 

 

〈学校経営方針〉 

《ビジョン》 

・「自立」「協働」「主体性」 

…「学校はたのしいところ」を目指す 

・夢や願いの実現に向け、子供たちの努力と挑戦を支える 

・一人一人に、自立の基礎となる「生き抜く力」を付ける 

【授業改善に関わる方針】 

１．指導力の向上・研究の日常化 

２．学びのデザイン・協働的な学び 

３．個別・最適な学び 

各教科で身に付けるべき基礎・基本の定着

多面的な見方・考え方の育成

自ら学び、表現する学習展開の確立

思考力・判断
力・表現力 問題解決能力

言語能力・情報活
用能力

学びに向かう力・
人間性


